
 

 

 36 協定を締結して労基署に届け出ていない場合にも，使用者は残業代（割増賃

金）を支払う義務があります。 
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Ｑ275．36協定を締結して労基署に届け出ていない場合にも，使用者

は残業代（割増賃金）を支払う義務がありますか。 


